
【窓口】
・道路維持課
・河辺・雄和・北部・中央・西部・
南部・東部の各市民サービス
センター

※各窓口が
　　　①申請書受付
　　　②審査
　　　③給油伝票交付
　　　　　　　　　　　　を行う。

　　　　　申請団体が
　　　除排雪作業を実施

※各窓口が
　　　①実績報告書受付
　　　②審査
　　　③受理
　　　　　　　　　　　　する。

　　　　　　　　　　　　　　　以上

秋田市道路除排雪作業用燃料支給事務フロー

秋田市
申請団体

（町内会、ボランティア団体など）

指定給油所
（秋田県石油商業協同組合加盟店）

燃料支給申請書作成 
（様式第１号） 
・箇所図添付 

  審 査 

給油伝票作成 

給油伝票受取 

携行缶等へ給油 

給油伝票の控え作成 
（２枚複写） 

燃料および 
給油伝票の控え受取 

道路除排雪作業 
実施 

燃料支給実績報告書作成
（様式第２号） 

・給油伝票の控え2枚 
・作業状況写真添付 

実績報告書受理 

  審 査 

給油請求書作成 

組合が受取 

申 請 

修正指示 

受 理 

伝票交付 

伝票提出 

伝票控え交付 

提 出 

修正指示 

請 求 

支払い 

組合が集約 

各給油所へ支払 

完    了 


	Sheet1

